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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月24日(2017.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学療法剤で治療されたまたは治療されるべき患者において、化学療法により誘導され
た脱毛症を低減するための医薬の製造のための、血管収縮剤及び医薬的に許容可能な送達
媒体の使用であって、
　該血管収縮剤がエピネフリン、ノルエピネフリン、フェニレフリン、メトキサミン、ゾ
ルミトリプタン、テトラヒドロゾリン、ナファゾリン、スマトリプタン、アビトリプタン
、リザトリプタン、アルモトリプタン、フロバトリプタン又はそれらの組合せから選択さ
れ、
　該医薬が、該送達媒体中に、該化学療法により誘導された脱毛症を低減するために有効
な量の該血管収縮剤を含み、
　該血管収縮剤が、該医薬中の唯一の医薬活性剤である、使用。
【請求項２】
　前記医薬がエピネフリンを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記医薬がエピネフリンを５ｍＭ～１５００ｍＭの量で含む、請求項１に記載の使用。
【請求項４】
　前記医薬がノルエピネフリンを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項５】
　前記医薬がノルエピネフリンを１００ｍＭ～１５００ｍＭの量で含む、請求項１に記載
の使用。
【請求項６】
　前記医薬がフェニレフリンを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項７】
　前記医薬がフェニレフリンを１０ｍＭ～５０００ｍＭの量で含む、請求項１に記載の使
用。
【請求項８】
　前記送達媒体が、５５％のアルコール～１００％のアルコールを含む、請求項１に記載
の使用。
【請求項９】
　前記送達媒体がエタノールを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項１０】
　前記送達媒体がプロピレングリコールを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項１１】
　前記送達媒体がエタノール及びプロピレングリコールを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項１２】
　前記送達媒体が水、エタノール及びメントンを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項１３】
　前記送達媒体が水、エタノール及びジエチレングリコールモノエチルエーテルを含む、
請求項１に記載の使用。
【請求項１４】
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　前記送達媒体が水、エタノール及びプロピレングリコールを含む、請求項１に記載の使
用。
【請求項１５】
　前記送達媒体がラウリル硫酸ナトリウム及びメントン更に含む、請求項１４に記載の使
用。
【請求項１６】
　前記医薬が前記患者の皮膚へ局所投与される、請求項１～１５のいずれか１項に記載の
使用。
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